
 
 

二本松本宮都市計画道路の変更（二本松市決定） 
 
１． 都市計画道路中３・５・１０４号若宮野辺線を次のように変更する。 
２． 都市計画道路中３・５・１０５号根崎榎戸線を廃止する。 
 

種 

別 

名 称 位 置 区 域 構 造 

備  考
番号 路線名 起 点 終 点 

主な 

経過地 
延長 

構造

形式

車線

の数
幅員 

地表式の区

間における

鉄道等との

交差の構造

幹 

線 

街 

路 

3.5.104 
若宮 
野辺線 

二本松市

若宮一丁

目 

二本松市

油井字天

王田 

二本松市 

郭内一丁目 

二本松市 

根崎一丁目 

約 3,600m 地表式 2車線 12m 

幹線街路と

平面交差３

箇所 

 

 
｢区域及び構造は計画図表示のとおり｣ 

 
理 由 
 
  ３・５・１０４号 若宮野辺線  
 

本路線は、市街地西部から市街地東部へのアクセスを向上し、交通の円滑化を図るため昭和４９年に都市計

画決定されました。 

本路線のうち未整備及び概成済区間である若宮一丁目から郭内一丁目について、若宮一丁目交差点が改良さ

れ、大型バス等も曲がれる交差点になっているなど、路線に必要な機能を充足していることから、土地利用の制限

を避けるためにも、当該区間について、現市道の幅員に都市計画道路を合わせた形として変更しようとするもので

す。 

 また、接続する３・４・１１１号作田郭内線の計画変更に伴い、交差点の幅員を変更するものです。 

 

３・５・１０５号 根崎榎戸線 

 

本路線は、根崎方面から国道４号へのアクセスを向上し、交通の円滑化を図るため昭和２５年に都市計画決定

されました。 

しかし、その後国道４号にバイパスが整備され、現計画では郡山方面へのアクセスに支障が生じる可能性があ

ることから、一般市道整備事業の中で並行する市道根崎・榎戸線の整備により代替機能を充足することとし、本路

線については廃止しようとするものです。 

 



新旧対照表 
（一部変更、一部廃止） 
 
 

３・５・１０４号 若宮野辺線 
 

種 

別 

名  称 位  置 区域 構  造 

備考

番号 路線名 起点 終点 
主  な 
経過地 

延長
構造 
形式 

車線 
の数 

幅員 

地表式の

区間にお

ける鉄道

等との交

差の構造

幹

線

街

路 

3・5・104 若宮野辺線 
二本松市 
若宮二丁目 

安達郡安達

町油井字野

辺 

二本松市 

若宮一丁目

二本松市 

郭内一丁目

二本松市 

根崎一丁目

約 
3,720ｍ

地表式 － 12ｍ 
幹線街路

と平面交

差６箇所

 

 

 
二本松市 
若宮一丁目 

二本松市油

井字天王田

二本松市 

郭内一丁目

二本松市 

根崎一丁目

約

3,600ｍ
 2 車線  

幹線街路

と平面交

差３箇所

 

 
 

新旧対照表 
（廃  止） 

 
 

３・５・１０５号 根崎榎戸線 
 

種 

別 

名  称 位  置 区域 構  造 

備考

番号 路線名 起点 終点 
主  な 
経過地 

延長
構造 
形式 

車線 
の数 

幅員 

地表式の

区間にお

ける鉄道

等との交

差の構造

幹

線

街

路 

3・5・105 根崎榎戸線 
二本松市 
根崎一丁目

一七一 

二本松市 
榎戸二丁目

三七 
－ 

約 
820ｍ

地表式 － 12ｍ 
幹線街路

と平面交

差２箇所

 

－ － － － － － － － － －  

  

上段 変更前

下段 変更後

上段 変更前

下段 変更後



 
 

 
都市計画の変更に係る土地の区域 

 
３・５・１０４号 若宮野辺線 
 
 １ 新たに都市計画に含まれる土地の区域 
 
  福島県二本松市のうち、 

    郭内
かくない

三丁目、若宮
わかみや

一丁目の各一部の区域 
 
 ２ 都市計画から除外される土地の区域 
 
  福島県二本松市のうち、 

      郭内
かくない

一丁目、郭内
かくない

三丁目、若宮
わかみや

一丁目及び若宮
わかみや

二丁目の各一部の区域 
 

３・５・１０５号 根崎榎戸線 
 
 １ 都市計画から除外される土地の区域 

 
福島県二本松市のうち、 

榎戸
えのきど

二丁目、榎戸
えのきど

一丁目、油井
ゆ い

字外走石
そとはしりいし

及び根崎
ね ざ き

一丁目の各一部の区域 



都市計画変更の経緯（3.5.104 号若宮野辺線） 

 

年 月 日 事  項 決定権者 備  考 

昭和４９年１２月２４日 当初決定 福島県 
福島県告示 

第１３７１号 

昭和５６年１２月１５日 第１回変更 福島県 

福島県告示 

第１８８７号 

（野辺地内の旧４ 

号線交差点のす 

み切り変更） 

平成８年１１月１日 第２回変更 福島県 

福島県告示 

第９８５号 

（歩道幅員の確保） 

 
 

都市計画変更の経緯（3.5.105 号根崎榎戸線） 

 

年 月 日 事  項 決定権者 備  考 

昭和２５年７月１５日 当初決定 国 
建設省告示 

第７８９号 

昭和４１年１０月１２日 第１回変更 国 
建設省告示 

第３３７９号 

昭和４９年１２月２０日 第２回変更 二本松市 
二本松市告示 

第５７号 

 


